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平成２３年１１月２１日 

 

 

平成２３年度第３次補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行における被災 

地域の復旧・復興事業等に係る入札・契約手続等の円滑な実施について 

 

 

 平成２３年度第３次補正予算等に係る国土交通省所管事業の執行については、平

成２３年１１月２１日付け国会公第１４６号により事務次官から各地方整備局長等

あて通知されているところであるが、このうち被災地域の復旧・復興事業等に係る

入札・契約手続の実施については、東日本大震災からの早期の復旧・復興等を図る

ため、下記に定めるところによることとする。 

 

記 

 

１．被災地域の復旧・復興事業等を実施するにあたり、「平成２３年度国土交通省

所管事業の執行について」（平成２３年４月１日付け国会公第７号）記３(1)にお

いて、上位等級工事への参入の拡大を図ることとされていることに鑑み、政府調

達協定を除く大規模な工事について、工事難易度が低いものについては、上位等

級工事への参入の拡大を積極的に推進し、中小建設業者等の受注機会の確保を図

ること。 

 

２．「総合評価落札方式における手続の簡素化について」（平成２０年４月１日付

け国地契第７９号、国官技第３３８－３号、国営計第１０９－４号）記２(２)に

おいて、政府調達に関する協定に基づく調達について同通達記１の措置を行おう

とする場合には、事前に本省担当課と協議することとされているところであるが、

被災地域の復旧・復興事業等において、当該措置を行おうとする場合には、本通

達をもって本省担当課との協議が整ったものとして差し支えないものとする。ま

た、「総合評価落札方式における手続の簡素化について」（平成２０年１２月３

日付け国空予管第６７９号、国空技企第１０７号）記２(２)において、政府調達

に関する協定に基づく調達については、同通達記１の措置の対象外としているが、

被災地域の復旧・復興事業等については、本通達をもって当該措置の対象として

差し支えないものとする。 

この場合であっても、入札期日の前日から起算して少なくとも４０日前に公告

しなければならないことに留意すること。 

 

 

 

 



別記 

（起案番号） 

国地契第５１号－２ 

国官技第２４３号－２ 

国営計第８５号－３ 

国港総第４９１号 

国港技第１０４号 

国空予管第２２０号－２ 

国空安保第２７５号 

国空交企第２４１号－３ 

 

（発出者） 

大臣官房地方課長 

大臣官房技術調査課長 

大臣官房官庁営繕部計画課長 

港湾局総務課長 

港湾局技術企画課長 

航空局予算・管財室長 

航空局安全部空港安全・保安対策課長 

航空局交通管制部交通管制企画課長 

 

（相手方） 

東北・関東地方整備局総務部長 

東北・関東地方整備局企画部長 

東北・関東地方整備局営繕部長 

東北・関東地方整備局港湾空港部長 

東京航空局総務部長 

東京航空局空港部長 

東京航空局保安部長 


